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第１章 基本的事項 

１．計画策定の背景及び目的 
岡山県においては、東日本大震災や熊本地震及び鳥取県中部地震、並びに近年全国各地で

発生した大雨被害への対応から得られた教訓や環境省の指針等を踏まえ、「岡山県災害廃棄

物処理計画」（平成 28 年３月策定、令和２年３月改訂）を策定している。 

これらのことを踏まえ、将来、本市が地震や台風等の災害に直面した場合に、災害により

発生した廃棄物の処理を迅速かつ円滑に実施し、速やかな復旧・復興を進めるため、災害廃

棄物に関して予測される事態への対応策、災害廃棄物処理の手順をあらかじめ定めるとと

もに、災害発生に備えて平時から取り組んでおくべき事項を整理した災害廃棄物処理計画

を策定し、本市の災害対応力を向上させることを目的として、玉野市災害廃棄物処理計画

を策定するものとする。 

 

２．計画の位置づけ 
本計画は、指針に基づき、「岡山県災害廃棄物処理計画」と整合を図りながら、災害廃棄

物処理に関する本市の基本的な考え方と具体的な対応方策を示すものである。また、本市の

災害対策全般にわたる基本的な計画である「玉野市地域防災計画」及び「玉野市一般廃棄物

処理基本計画」における災害廃棄物の処理に関する事項を補足する計画として位置付ける

ものである。 

災害発生時には、被害状況等の情報収集を行った上で、本計画を基に災害廃棄物処理実

行計画をとりまとめる。 
 

３．対象とする災害 
本計画で対象とする災害は、地震災害及び台風、豪雨等による風水害、その他自然災害と

する。なお、災害廃棄物の発生量等については、玉野市地域防災計画、岡山県地域防災計画

の想定地震のうち、本市において最も大きな被害が想定されている、「南海トラフ巨大地震」

を想定する災害とし、地震発生に伴い生じる災害廃棄物について検討を行う。 
 

表 1 南海トラフ巨大地震による被害想定（本市） 

全 壊 

（棟） 

大規模半壊及び半壊 

（棟） 

火災焼失

（棟） 

揺れ 液状化 
急傾斜地
崩壊 津波 合計 揺れ 液状化 

急傾斜地
崩壊 

津波 合計 全焼 

125 49 27 419 620 1,754 1,630 51 3,933 7,368 5 

出典：岡山県地震・津波被害想定調査報告書(岡山県、平成 25 年 7月)等   

 

近年の気候変動により、台風や豪雨による風水害が頻発している。風水害は地震と異な

り、通常は台風や豪雨等の事前の予兆があることから、災害が予想される場合は、連絡体

制の確認、廃棄物処理施設の安全性の確認、廃棄物収集運搬車両等の退避、停電や断水し

た場合の対応の検討等の事前の準備が必要である。 
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風水害によって発生する災害廃棄物の特徴を以下に示す。 

 風水害によって発生する廃棄物は水分を多く含んでいるため、腐敗しやすく、悪

臭・汚水が発生するなど、時間の経過により性状が変化する場合がある。  

 浸水が解消された後、すぐに被災者による排出が始まるため、衛生上の観点から、

収集運搬の手配や仮置場の開設等をより早い時期に行う必要がある。 

 場所によっては多量の土砂や流木に混じったがれき類が発生する。 

 

４．災害廃棄物発生量等の推計 
   本計画における災害廃棄物発生量、既存処理施設における災害廃棄物処理可能量等の

推計結果について以下に示す。 

 

表 2 災害廃棄物発生量推計値 

燃やせるもの（ｔ） 燃やせないもの（ｔ） 津波堆積物 

（ｔ） 

合計 

（ｔ） 柱角材 可燃物 コンがら 金属くず 不燃物 

13,473 44,913 129,916 16,483 45,134 230,491 480,410 

 

表 3 焼却施設における災害廃棄物処理可能量（280 日/年稼働） 

施設名：玉野市東清掃センター 

処理可能量 

（参考）最大限活用 23,914ｔ/年 

高位シナリオ（分担率 20％） 3,617ｔ/年 

中位シナリオ（分担率 10％） 稼働年数により除外 

低位シナリオ（分担率５％） 稼働年数により除外 

 

表 4 最終処分場における災害廃棄物処分可能量（年間） 

施設名：玉野市一般廃棄物最終処分場 

処理可能量 

（参考）最大限活用 68,004ｔ 

高位シナリオ（分担率 40％） 1,723ｔ 

中位シナリオ（分担率 20％） 861ｔ 

低位シナリオ（分担率 10％） 431ｔ 

※高位シナリオ：災害廃棄物処理を最大限行うと想定したシナリオ 

※低位シナリオ：現状の稼働状況に対する負荷を考慮し安全性を重視したシナリオ 

※中位シナリオ：高位シナリオと低位シナリオの中間のシナリオ 

 

表 5 仮設トイレ必要基数及び避難所ごみ発生量の推計結果 

発災後の 

経過日数 

仮設トイレ必要人数 

（人） 

仮設トイレ必要基数 

（基） 

避難所避難者数 

（人） 

避難所ごみ 

（ｔ/日） 

１日後 22,993  294  12,924  9.45  

１週間後 12,681  162  5,746  4.20  

１ヶ月後 2,594  34  1,731  1.27  
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第２章 災害廃棄物処理計画 

１．平時対応 
1.1 組織体制と指揮命令系統 

発災時における内部組織体制として、本市の地域防災計画に基づき、「災害対策本部」を設

置する。災害対策本部内に図 1を基本とした災害廃棄物対策を担当する部署を置く。 

 

 

図 1 災害廃棄物対策における内部組織体制の例 

 

1.2 連携協力体制の確立 

本市が被災した場合の災害廃棄物処理に関する公的機関や民間団体等との連携協力につい

て表 6に示す。 

 
表 6 災害時の連携協力に関する整理 

協力連携先 内容 

公的機関 自衛隊・警察・消防 ・災害廃棄物の撤去対策 

・貴重品や思い出の品の保管や不法投棄防止対策 

国 ・D.Waste-Net、人材バンクによる現地支援 

・中国ブロック協議会を通じた広域的な協力体制 

・補助金による災害廃棄物処理への財政支援 

県 ・協定締結団体との調整による人員の派遣や資機材の提供 

・災害廃棄物処理に関する事務の一部を委託 

県内市町村等 ・県及び県内市町村間の応援協定による協力支援体制 

民間団体 ・産廃処理事業者団体等との支援協定と活用 

ボランティア ・社会福祉協議会と連携し、被災家屋の片づけ等に派遣 

岡山県災害廃棄物担当（循環型社会推進課） 

危
機
管
理
課 

建
設
部 

総括責任者 

玉野市災害廃棄物対策組織 

処理計画担当 

市民窓口担当 

総務担当 

解体撤去担当 

総務・政策・財政・産業経済等 

国（環境省） 

一
部
事
務
組
合 

近
隣
市
町
村 

仮置場担当 

環
境
保
全
課 

玉野市災害対策本部 
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1.3 仮置場候補地の選定 

仮置場は、災害廃棄物を分別、保管、処理するために一時的に集積する場所であり、被災

した家財を含む災害廃棄物の速やかな撤去、処理・処分を行うために設置する。 

仮置場の設置は、被災後に初めて検討するのではなく、平時から候補地を選定し、必要面

積や配置を検討するなどの事前準備を進めておくことが必要となる。このためには、庁内関

係部局等と連携して仮置場候補地の検討を行い、災害の規模等により必要に応じて全庁を挙

げて仮置場の確保に向けた調整を行うものとする。 

なお、本計画における仮置場の必要面積は 12.7ha～19.1ha（内、津波堆積物分 4.2ha～

6.3ha）と推計される。 

 

２．緊急時対応 
2.1 初動行動 

災害が発生したときは、必要な人員を確保しながら組織体制を整備し、本計画に基づき、

被害の状況を的確に把握するとともに、災害廃棄物の撤去、処理手法等が可能かどうか確認

を行う。また、災害廃棄物の撤去など初動期において必要な予算を確保する必要がある。 

初動期の優先度の高い内容については、表 7に示すとおりである。 

 

表 7 「か・き・く・け・こ」による初動対応のポイント 

か 

（仮置場の開設） 

仮置場の早期開設により、排出秩序の形成と住民の生活環境の回復を図る。

適切な分別状態を確保し、便乗ごみを防止する。 

き 

（協定の発動） 

自治体相互や民間事業者との協定に基づき、緊急時には早い段階から適切な

支援が受けられるようにする。 

く 

（汲み取り） 

水洗トイレが断水で使用不能となった場合、仮設トイレのし尿処理を早急に

手配し、衛生状態の悪化を防ぐ。 

け 

（計画に準拠） 

計画策定時に整理された対応事項と対処方法に従い、迅速・着実な処理方針

を示すことにより、混乱と処理の遅滞を防ぐ。 

こ 

（広報戦略） 

多くの困難に直面している被災者や支援ボランティアに対して秩序ある排

出への協力を呼びかける。広報内容と手段は極めて重要。 

 

2.2 情報収集整理 

災害廃棄物等の適正かつ円滑・迅速な処理を行う観点から、本市は発災直後から廃棄物処

理施設の被害状況、災害廃棄物等の発生量等について情報を収集する（表 8参照）。 

 

表 8 発災時に必要な情報の例 

項目 情報収集内容 

被災状況 ライフラインの被害状況、避難箇所と避難人員の数及び仮設ト

イレの必要数、自区域内の一般廃棄物等処理施設の被害状況、

自区域内及び周辺の産業廃棄物等処理施設の被害状況、有害廃

棄物の状況 

収集運搬体制に関する情報 道路情報、収集運搬車両の状況、委託事業者の被災状況  

発生量を推計するための情報 全半壊の損壊家屋数、水害又は津波の浸水範囲と家屋被害 
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2.3 排出ルールと住民広報 

仮置場を開設する際には、本市ホームページ、防災行政無線、広報車等により住民に対し

以下のような点をしっかりと伝えることが重要となる。また、ボランティアについても、本

市が役割を決め、同様に以下の点を伝える。 

・仮置場の場所、搬入時間、曜日等 

・誘導路（場外、場内）、案内図、配置図 

・分別方法（平時の分別方法を基本とした方が伝わりやすい） 

・仮置場に持ち込んではいけないもの（生ごみ、一部の有害ごみ、引火性のもの等） 

・市内の災害廃棄物であることの確認（罹災証明書等の呈示、災害ごみ搬入届の提出等） 

また、便乗ごみ、不法投棄や無許可仮置場等を防止するため、不法投棄等の状況を踏まえ

たパトロールを実施し、広報を強化する。 

発災直後は混乱を招かないよう、情報の一元化に努め、必要な情報を発信する。 

 

３．復旧・復興時対応 
3.1 災害廃棄物の処理フロー 

多様で多量の廃棄物は、一度に処理施設で処理することが困難なため、撤去された災害廃

棄物を一次仮置場で一時的に集積する必要がある。一次仮置場ではこれらを資源化・減量化

するため、再生利用が可能な品目はできるだけ分別することが重要となる。 

一次仮置場で分別された災害廃棄物は、必要に応じて二次仮置場で破砕・選別などの前処

理を行った後、再生利用先や処理・処分先へと移送し処分することになる（図 2参照）。 

 

 
図 2 基本的な災害廃棄物処理の分別・処理フロー 

 

3.2 収集運搬体制 

災害時において優先的に収集する災害廃棄物の種類、必要な機材、収集運搬方法・ルート

について、平時に想定しておく。収集運搬ルートは、県地域防災計画に示されている緊急輸

送道路区間を基準に選定する。優先的に収集すべき災害廃棄物の種類としては、道路障害

物、有害廃棄物、危険物、仮設トイレのし尿、腐敗性廃棄物があげられる。 
災害発生後、被災状況に応じて収集運搬方法やルートを決定する。なお、機材が不足する

場合は、県に要請し県内市町村間や協定締結団体による支援を受ける。   
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3.3 家屋解体撤去 

 損壊家屋等の解体は、本来、私有財産の処分であり、原則として、所有者の責任によって

行うこととなる。ただし、災害復興に当たって、被災自治体は災害等廃棄物処理事業費補助

金を活用して全壊家屋の解体を実施することができる。被害の状況によっては国の特例措置

により、半壊家屋まで補助対象が拡大された場合もあるため、補助対象の適否は、災害発生

後の環境省の通知を確認する必要がある。 

 公費解体の手順の例を図 3 に示す。撤去・解体事業に当たっては、環境部局に加え、設

計、積算、現場管理に土木・建築職を含めた人員が必要となるため、関係部署と連携して実

施する。 

 

図 3 公費解体の手順の例 

 

3.4 仮置場の管理運営 

 仮置場の運営に当たってのポイントを表 9に示す。 

 
表 9 仮置場の運営に関するポイント 

項目 内容 

人員の確保 受付、誘導、分別指導、荷下ろし補助などの人員が必要 

災害廃棄物の分別 分別方法について住民等の協力、仮置場内での役割分担 

搬入量・搬出量の把握 計量器の設置、車種別搬入台数の記録、補助金申請のデータ整理 

早期の搬出と仮置場の整理 分別による早期の搬出（廃家電、金属）、場内のスペース確保 

便乗ごみ・不法投棄の禁止 受付の設置、住民への広報、出入口の施錠、警備員の配置 

仮置場の安全管理 誘導員の配置や立入禁止区域の設定、安全・衛生に配慮した服装 

 

3.5 自区域内で処理できない廃棄物対策 

 自区域内での処理可能量を超えたオーバーフロー分、地域特性のあるもの（漁業系の処理

困難物等）や有害物など、平時に一般廃棄物処理施設では受け入れていないものの処理につ

いては、県に相談、調整を依頼するなどして、近隣自治体の処理施設の余力や民間処理業者

の活用などを検討する。 
   



 
 

 


